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先物・オプション取引に係る取引制度及び清算指数等の一部改正要綱

平成12年5月16日         

大 阪 証 券 取 引 所         

項　　目 内　　　　容 備　　考

１ 趣旨 ・ 我が国における株式関連先物・オプション取引市場の役割に対する期待が

ますます強まるなか，近年，市場参加者から，本所に上場する先物・オプシ

ョン取引（株価指数先物取引，株券オプション取引及び株価指数オプション

取引をいう。以下同じ。）市場の機能のさらなる強化及び取引のより一層の円

滑化を求める声が高まってきている。

本所は，こうした状況を踏まえて，市場参加者の利便性向上に資する観点

から，先物・オプション取引における価格形成の促進及び日経平均株価指数

オプション取引の多様化を図るため，先物・オプション取引の取引制度につ

いて一部改正を行うものとする。

また，日中における理論上の価格変動幅が微少な株価指数先物取引に係る

限月間スプレッド取引の価格形成状況に鑑み，約定時の配分の公正性を確保

し，市場参加者がロールオーバー（直近限月取引から期先限月取引への建玉

の乗換え）等をより円滑かつフェアに行うことができるよう，株価指数先物

取引における限月間スプレッド取引の呼値の順位に関する制度について一部

改正を行うものとする。

併せて，派生商品である先物・オプションの特性を考慮して，株価指数先

物取引に係る清算指数，オプション取引（株券オプション取引及び株価指数

オプション取引をいう。以下同じ。）に係る証拠金算定基準値段及び先物・オ

プション取引に係る呼値の制限値幅の基準値段が原資産との関係において適

正な数値又は値段となるよう所要の改正を行うものとする。

・ 理論スプレッド値段が日中にお

いてほとんど変動しない特性から，

特定のスプレッド値段のスプレッ

ド売呼値及び当該スプレッド値段

より１文下のスプレッド値段のス

プレッド買呼値が，寄付き前から非

常に大きく集中する傾向がある。

２ 改正概要
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(1) 始値等の決定時におけ
る合致数量要件の緩和

・ 先物・オプション取引において，以下の約定指数又は約定値段（以下「約

定指数等」という。）を定める場合における合致数量要件を②のとおり緩和す

る。

ａ 立会の始めの約定指数等

ｂ 取引を中断した場合の中断後最初の約定指数等

ｃ 当該立会の始めの約定指数等を決定するまでに行われた呼値及び取引を

中断した場合の中断後最初の約定指数等を決定するまでに行われた呼値の

うち，取引当事者（正会員及び特別参加者をいう。以下同じ。）数単位で最

小単位の執行もなかった呼値がある場合における当該立会終了時における

約定指数等（午後立会（半休日においては午前立会）終了時において制限

値段で対当する場合を除く。）。

・ いわゆる「板寄せ」により定める

場合の一部である。

・ 取引を中断した場合とは，取引を

一時中断した場合及び取引を停止

した場合をいう。

① 現行の要件 ・ 上記ａ，ｂ及びｃの約定指数等を定める場合には，次に掲げる売呼値の合

計数量と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致することを要件とする。

ａ 成行呼値の全部の数量

ｂ 対当する値段より優先する売呼値及び買呼値の全部の数量

ｃ 対当する値段における売呼値又は買呼値のいずれか一方の全部の数量

ｄ ｃにおける他方の呼値について，最小単位に当該値段に呼値を行ってい

る取引当事者数を乗じて算出した数量以上の数量

② 改正後の要件 ・ ①ｄ下線部について，最小単位以上の数量とする。 ・ 他の要件については，現行と同

様。

(2) 株価指数先物取引に係
る限月間スプレッド取引

における同時呼値の順位

の改正

・ 株価指数先物取引に係る限月間スプレッド取引における同時呼値（同時に

行われた呼値及び行われた時間の先後が明確でない呼値をいう。以下同じ。）

の順位を②のとおりに改める。

・ 立会の始めの約定スプレッド値

段を決定するまでに行われた呼値

及び取引を中断した場合の中断後

最初の約定スプレッド値段を決定

するまでに行われた呼値は，それぞ

れ同時に行われたものとみなす。
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① 現行の同時呼値の順位 ・ 同時呼値について，次のとおりの順位とする。

ａ 同時呼値を行っている取引当事者単位により，呼値の数量の多い取引当

事者から少ない取引当事者の順序（数量が同じ場合は，売買システムでの

記録順序。以下同じ。）で，最小単位の呼値の数量が，取引当事者単位に５

単位の数量に達するまで，それ以外の部分の数量の呼値に順次優先する。

ｂ ａの数量を除いた数量の呼値の順位は，呼値の数量の多い取引当事者か

ら少ない取引当事者の順序で，取引当事者単位により，呼値の数量に 3 分

の 1 を乗じて算出した数量（最小単位未満の端数が生じたときは最小単位

に切り上げる。以下同じ。）の呼値が，それ以外の部分の数量の呼値に順次

優先する。

ｃ ａ及びｂの数量を除いた数量の呼値の順位は，呼値の数量の多い取引当

事者から少ない取引当事者の順序で，取引当事者単位により，呼値の数量

に２分の 1 を乗じて算出した数量の呼値が，それ以外の部分の数量の呼値

に順次優先する。

ｄ ａ，ｂ及びｃの数量を除いた数量の呼値の順位は，呼値の数量の多い取

引当事者から少ない取引当事者の順序で，残った全数量の呼値が，それ以

外の部分の数量の呼値に順次優先する。

・ 立会による先物・オプション取引

においては，取引成立の条件に合致

した場合，「価格優先」及び「時間

優先」に基づく呼値の順序に従っ

て，取引を成立させる。同時呼値は，

呼値を行った時間が同じ又は同じ

とみなすため，「時間優先」の原則

においては同じ順位となることか

ら，「数量優先」に基づく順位付け

が必要となる。

・ 別添の資料１参照

② 改正後の株価指数先物

取引に係る限月間スプレ

ッド取引における同時呼

値の順位

・ 株価指数先物取引に係る限月間スプレッド取引における同時呼値の順位

は，同時呼値を行っている取引当事者単位により，呼値の数量の多い取引当

事者から少ない取引当事者の順序で，最小単位の呼値の数量が，それ以外の

部分の数量の呼値に順次優先する。

(3) 日経平均株価指数オプ
ション取引における限月

取引数の追加

・ 日経平均株価指数オプション取引の限月取引は，３月，６月，９月及び 12

月の限月取引のうち直近の５限月取引と当該各限月取引を除く直近の連続す

る３限月取引の８限月取引制とする。

・ 各限月取引の取引最終日は，当該各月の第二金曜日（休業日に当たるとき

は，順次繰り上げる。）の前日（休業日に当たるときは，順次繰り上げる。以

下同じ。）とする。

・ 最長取引期間は，現行の４ヶ月間

から１年３ヶ月間となる。

・ 別添の資料２参照
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・ 直近の限月取引の取引最終日の翌日（休業日に当たるときは順次繰り下げ

る。以下同じ。）を新たな限月取引の取引開始日とする。

(4) 日経平均株価指数オプ
ション取引において設定

する権利行使価格数の追

加

・ 新たな限月取引に設定する権利行使価格は，権利行使価格の刻みに従って，

取引開始日の前日における最終の日経平均株価の数値に最も近い権利行使価

格を基準に上下４種類ずつ，合計９種類設定する。ただし，本所が必要と認

める場合には，権利行使価格の数を変更することができる。

・ 権利行使価格の刻みに従って，毎日の最終の日経平均株価の数値に最も近

接する権利行使価格を上回る又は下回る権利行使価格がそれぞれ４種類とな

るよう追加設定を行う。

ただし，本所が必要と認める場合には，権利行使価格の数を変更すること

ができるものとし，追加設定する日が，取引最終日と同一の週に属するとき

は，追加設定を行わないものとする。

・ 現行は，５又は６種類。

・ 権利行使価格の刻みは，現行どお

り，500 円刻みとする。ただし，本

所が必要と認める場合は，これを変

更できる。

・ 別添の資料３参照

・ 現行は，毎日の最終の日経平均株

価の数値に最も近接する権利行使

価格を上回る又は下回る権利行使

価格がそれぞれ２種類となるよう

追加設定を行う。

(5) 日経平均株価指数オプ
ション取引における呼値

の単位の一部改正

・ 呼値の単位は，以下のとおりとする。

① 呼値が 10円未満の場合は，１円

② 呼値が 10円以上 1,000 円未満の場合は，５円

③ 呼値が 1,000 円以上の場合は，10円

・ ①の区分を新たに追加する。

(6) 株価指数先物取引に係
る清算指数

・ 本所は，株価指数先物取引の各限月取引に係る清算指数を次のとおりに毎

日定めるものとする。

① 本所の定める時間内において取引が成立（限月間スプレッド取引又は立

会外大口対当取引による約定を除く。）した場合又は本所が定めるところに

より気配表示された最終気配値段がある場合

立会による当該限月取引の最終約定指数（限月間スプレッド取引によ

る約定指数を除き，最終気配値段を含む。）

② 前①以外の場合

ａ 当日における直近限月取引と当該限月取引に係る限月間スプレッド

取引が取引開始日以来成立したことがある場合

・ 最終清算指数は現行どおり。

・ 本所の定める時間は，午後３時

（半休日においては，午前 11 時）

から立会取引終了までの時間とす

る。
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直近限月取引に係る清算指数に直近の約定スプレッド値段（最終気

配スプレッド値段含む。以下同じ。）を加えて得た数値

ｂ 前ａ以外の場合

本所の定める理論価格算出式により理論価格として算出した数値

・ ただし，清算指数として適当でないと認められる場合には，本所がその都

度定める数値とする。

・ 理論価格算出式については，(9)

①を参照。

(7) オプション取引に係る
証拠金算定基準値段

・ 本所は，オプション取引の各銘柄ごとに，毎日，証拠金算定基準値段を次

のとおりに定める。ただし，取引開始日以来取引が成立したことがない銘柄

については，証拠金算定基準値段を定めないことができる。

① 本所の定める理論価格算出式により理論価格として算出した数値

② ①で得られた数値が当該銘柄の本質的価値（プットオプションについて

は，権利行使価格からオプション清算値段又はオプション清算指数を差し

引いて得た数値とし，コールオプションについては，オプション清算値段

又はオプション清算指数から権利行使価格を差し引いて得た数値をいう。

以下同じ。）に満たない場合は，当該銘柄の本質的価値

・ ただし，証拠金算定基準値段として適当でないと認められる場合には，本

所がその都度定める値段とする。

・ 理論価格算出式については，(9)

②及び③を参照。

(8) 呼値の制限値幅の基準
値段等

・ 本所は，先物・オプション取引における各銘柄に係る呼値の制限値幅の基

準値段を次のとおり定める。

① 株価指数先物取引

当該限月取引に係る前日の清算指数（呼値の単位に満たない端数は，

これを四捨五入する。②における「証拠金算定基準値段」について同じ。）

とし，前日に清算指数を定めていない場合は，本所の定める理論価格算

出式により理論価格として算出した数値

② オプション取引

当該銘柄に係る前日の証拠金算定基準値段とし，前日に証拠金算定基

準値段を定めていない場合は，本所の定める理論価格算出式により理論

価格として算出した数値（当該銘柄の本質的価値に満たない場合は，当

該本質的価値）
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・ ただし，呼値の制限値幅の基準値段として適当でないと認められる場合に

は，本所がその都度定める値段とする。

(9) 理論価格

① 株価指数先物取引にお

ける理論価格算出式

・ 株価指数先物取引の各限月取引の理論価格は，次に掲げる理論価格算出式

により算出した数値（銭位（日経 300 に係るものにあっては，小数点第２位）

未満の端数が生じたときは，これを四捨五入する。③において同じ。）とする。

・ 理論価格＝ 算出時の取引対象株価指数＋理論ベーシス

・ 理論ベーシス＝算出時の取引対象株価指数×（金利－予想配当利回り）

×翌日から当該限月取引の取引最終日の翌日までの日

数（取引の一時中断に関して算出する場合は，当日から

当該限月取引の取引最終日の翌日までの日数）／365

・ 金利は，全国銀行協会連合会が前

日に公表する日本円東京銀行間取

引金利で，取引最終日の翌日までの

日数を勘案した期間の金利とする。

・ 予想配当利回りは，本所又は株価

指数の算出者が算出する数値とす

る。

② 株券オプション取引に

おける理論価格算出式

・ 株券オプション取引の各銘柄の理論価格は，次に掲げる理論価格算出式に

よって算出した値段（円位未満の端数が生じたときは，株券オプション１単

位のオプション対象株券の数量を勘案して，四捨五入する。）とする。

・ 株券プットオプションの理論価格

＝－Ｓ’Ｎ(－ｄ１)＋Ｋｅ-rＴＮ(－ｄ２)
・ 株券コールオプションの理論価格

＝Ｓ’Ｎ(ｄ１)－Ｋｅ-rＴＮ(ｄ２)
n

ただし，Ｓ’＝Ｓ－ΣＤnｅ-rtn

I＝１

ｄ１＝｛ln（Ｓ’/Ｋ）＋（r＋σ2/2）Ｔ｝/σ√Ｔ
ｄ２＝ ｄ１－σ√Ｔ

である。

・ 理論価格に株券オプション１単

位のオプション対象株券の数量を

乗じることにより算出した値段が

円位未満とならないように，理論価

格の端数を調整する。
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上式における各記号の意味は下のとおりとする。

ｅ： 自然対数の底

Ｄn： ｎ期のオプション対象株券１株当たりの予想配当金

Ｔ： 翌日から権利行使日までの日数（理論価格の公表を目的に

算出する場合は，当日から権利行使日までの日数。以下同

じ。）/365

ｔn： 翌日からＤnの配当落日までの日数（理論価格の公表を目的

に算出する場合は，当日からＤnの配当落日までの日数）

/365

ｒ： 金利

Ｓ： 本所又は本所が指定する証券取引所の開設する取引所有価

証券市場におけるオプション対象株券の直前の約定値段（当

該取引所有価証券市場を開設する証券取引所が定めるところ

により気配表示された気配値段を含み，当日に当該取引所有

価証券市場において約定値段がない場合は，本所の定める値

段とする。）とする。

証拠金算定基準値段を定めるときは，当該取引所有価証券

市場におけるオプション対象株券の最終約定値段（当該証券

取引所が定めるところにより気配表示された最終気配値段を

含み，当日に当該取引所有価証券市場において約定値段がな

い場合は，本所の定める値段とする。以下同じ。）とする。

Ｎ(x)： 標準正規分布の累積確率密度関数

Ｋ： 権利行使価格

ln： 自然対数

σ： 次の方法により定めるボラティリティ

① 各銘柄のボラティリティは，算出時直前の立会の約定値段

（気配値段含む。）を理論価格と仮定し，Ｓ等の変数について

は当該約定時の数値（日数計算において，当日を含む。）を用

いて，理論価格算出式から逆算して得たボラティリティ

・ １株当たりの予想配当金は，オプ

ション対象株券の発行者が開示す

る決算短信等に基づくものとする。

・ 金利は，株価指数先物取引の理論

価格算出式のそれと同様（ただし，

権利行使日までの日数を勘案した

期間の金利）。

・ 本所の定める値段は，当該取引所

有価証券市場におけるオプション

対象株券の直近の約定値段（当該証

券取引所が定めるところにより気

配表示された最終気配値段を含

む。）とする。

ただし，当該取引所有価証券市場

のオプション対象株券の直近の権

利落の期日以降の日において約定

値段がない場合は，本所がその都度

定める値段とする。
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（以下「インプライド・ボラティリティ」という。小数点以

下第４位未満の端数がある場合は，これを四捨五入する。以

下ボラティリティ算出について同じ。）とする。

② 当日の最終約定値段（最終気配値段含む。以下同じ。）が本

質的価値を下回る，①で算出したボラティリティが適当と認

められない数値である，又は当日に約定値段のない銘柄のボ

ラティリティは，オプション対象株券が同一かつ当該銘柄と

取引最終日を同一とする全ての銘柄（②～⑤の方法によりボ

ラティリティを定めた銘柄を除く。以下(2)において「インプ

ライド・ボラティリティ逆算対象銘柄」という。）のインプラ

イド・ボラティリティを，各インプライド・ボラティリティ

逆算対象銘柄の当日における取引数量で加重平均して得た数

値（以下「加重平均インプライド・ボラティリティ」という。）

とする。

③ ②において，インプライド・ボラティリティ逆算対象銘柄

が３銘柄以下の場合には，オプション対象株券を同一とする

直近限月取引（当日が取引最終日と同一の週に属する場合に

は，第２限月取引）の加重平均インプライド・ボラティリテ

ィを，当該銘柄のボラティリティとする。

④ ③において，直近限月取引に係るインプライド・ボラティ

リティ逆算対象銘柄が３銘柄以下の場合には，当該銘柄のボ

ラティリティは，当該銘柄に係る前日のボラティリティとす

る。

⑤ ④において，当該銘柄に係る前日のボラティリティが当該

銘柄に係る前々日のボラティリティと同じ数値である場合に

は，当該銘柄のボラティリティは，オプション対象株券のヒ

ストリカル・ボラティリティ（当該オプション対象株券の変

動率）とする。
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(注) ヒストリカル・ボラティリティは，次の手順により算出された標準偏

差とする。

(1) オプション対象株券の前日の最終約定値段(Ｓt-1)を当該オプション

対象株券の当日の最終約定値段（Ｓt）で除した数値の対数値（Ｒt）

を求める。

Ｒt＝ln（Ｓt/Ｓt－１）

(2) 当日までの20日間（休業日を除き，当日を含む。）のＲtの分散σ2を

求める（AV（Ｒt）はＲtの平均値を表す。）。
20

σ2＝Σ（Ｒt－AV（Ｒt））2/19
t＝１

(3) σ2を年間の取引日数（Ｔ）を乗じて年率に換算したＲtの分散σt2

を求める。

σt2＝Ｔσ2

(4) 分散σt2の平方根を取り，標準偏差σt（ヒストリカル・ボラティリ

ティ）を求める。

③ 株価指数オプション取

引における理論価格算出

式

・ 株価指数オプション取引の各銘柄の理論価格は，次に掲げる理論価格算出

式により算出した数値とする（銭位未満の端数が生じたときは，これを四捨

五入する。）。

・ 株価指数プットオプションの理論価格

＝－Ｓｅ-δtＮ(－ｄ１)＋Ｋｅ-rtＮ(－ｄ２)

・ 株価指数コールオプションの理論価格

＝Ｓｅ-δtＮ(ｄ１)－Ｋｅ-rtＮ(ｄ２)

ただし，ｄ１＝｛ln（Ｓ/Ｋ）＋（r－δ＋σ2/2）t｝/σ√

ｄ２＝ ｄ１－σ√

上式における各記号の意味は下のとおりとする。

ｅ： 自然対数の底

δ： 予想配当利回り

ｔ： 権利行使日までの日数/365

ｒ： 金利

・ 予想配当利回りは，株価指数先物

取引の理論価格算出式におけるそ

れと同様。
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Ｓ： 算出時の取引対象株価指数（証拠金算定基準値段を定める

ときは，当日の最終の取引対象株価指数）

Ｎ(x)： 標準正規分布の累積確率密度関数

Ｋ： 権利行使価格

ln： 自然対数

σ： 次の方法により定めるボラティリティ（理論価格の公表を

目的に算出する場合には，前日のボラティリティ）

① 各銘柄のボラティリティは，インプライド・ボラティリテ

ィとする。

② 当日の最終約定値段が本質的価値を下回る，①で算出した

ボラティリティが適当と認められない数値である，又は当日

に約定値段のない銘柄のボラティリティは，取引対象株価指

数が同一かつ当該銘柄と同一の限月取引である全ての銘柄

（②～⑤の方法によりボラティリティを定めた銘柄を除く。

以下「インプライド・ボラティリティ逆算対象銘柄」という。）

のインプライド・ボラティリティを，各インプライド・ボラ

ティリティ逆算対象銘柄の当日における取引数量で加重平均

して得た数値とする。

③ ②において，インプライド・ボラティリティ逆算対象銘柄

が３銘柄以下の場合には，取引対象株価指数を同一とする直

近限月取引（当日が取引最終日と同一の週に属する場合には，

第２限月取引）の加重平均インプライド・ボラティリティを，

当該銘柄のボラティリティとする。

④ ③において，直近限月取引に係るインプライド・ボラティ

リティ逆算対象銘柄が３銘柄以下の場合には，当該銘柄のボ

ラティリティは，当該銘柄に係る前日のインプライド・ボラ

ティリティとする。

⑤ ④において，当該銘柄に係る前日のボラティリティが当該

銘柄に係る前々日のボラティリティと同じ数値である場合に

は，当該銘柄のボラティリティは，取引対象株価指数のヒス

・ 金利は，株価指数先物取引の理論

価格算出式におけるそれと同様
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トリカル・ボラティリティ（当該取引対象株価指数の変動率）

とする。
(注) ヒストリカル・ボラティリティは，次の手順により算出された標準偏

差とする。

(1) 前日の最終の取引対象株価指数(Ｓt-1)を当日の最終の当該取引対象

株価指数（Ｓt）で除した数値の対数値（Ｒt）を求める。

Ｒt＝ln（Ｓt/Ｓt－１）

(2) 当日から起算して20日間（休業日を除き，当日を含む。）のＲtの分

散σ2を求める（AV（Ｒt）はＲtの平均を表す。）。
20

σ2＝Σ（Ｒt－AV（Ｒt））2/19
t＝１

(3) σ2を年間の取引日数（Ｔ）を乗じて年率に換算したＲtの分散σt2

を求める。

σt2＝Ｔσ2

(4) 分散σt2の平方根を取り，標準偏差（ヒストリカル・ボラティリテ

ィ）σtを求める。

④ オプション取引に係る

各銘柄の理論価格等の算

出及び公表

・ 本所は，毎日，取引終了後に，オプション取引に係る各銘柄の理論価格及

びボラティリティ等のリスク・を算出し，投資参考情報として公表する。

・ 本所が公表した理論価格及び指標の利用により生じたいかなる損害につい

ても，本所はその責めを負わない。

３ 実施時期 ・ 本年９月以降の本所の定める日から，それぞれ順次実施していくこととす

る。

・ それぞれの改正項目に関するシ

ステム対応が済み次第，順次実施す

る。



資料１

1

「限月間スプレッド取引における同時呼値の順位の改正」に関する資料

・同一のスプレッド値段におけるスプレッド買い注文Ａ，Ｂ及びＣが同時呼値（寄付き前に発注さ

れた注文）で，スプレッド買い注文Ｄが寄付き後に発注されたものとする。

《現行制度による配分》

①：14単位のスプレッド注文Ｅが売り向かってきた場合

②：①の後，さらに 600単位のスプレッド注文Ｆが売り向かってきた場合

③：②の後，さらに 700単位のスプレッド注文Ｇが売り向かってきた場合

＊ Ｃ－Ａ－Ｂの順序で，1単位ずつ，“5回りする（5
単位の数量にそれぞれ達する）”まで配分されてい

く《要綱(2)①ａにおける同時呼値の順位に基づ
く》。

(1) (2)

＊ ①において 4回りしており，Ｃ及びＢに関しては

5単位配分されていることから，Ｂにあと 1単位配

分し，5回りを終了する。

＊ 332 単位（995×1/3（端数切り上げ。以下同

じ。）をＣに配分し，次にＡに 232単位（695×

1/3）配分し，残数量の 35 単位はＢに配分する

（要綱(2)①bによる同時呼値の順位に基づく）。

1003 295

599 1002 695 296 995 1500

1001 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1000

999

600

1003 463 260 663

1002 695 295 995 1500

1001 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1000

999

599

(1) (2) 1003 231 124 331

1002 463 196 663 1500

1001 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1000

999

636

＊ ②においてＡ及びＣに係る“3分の 1配分”が

終わり，Ｂについてもあと 64単位配分されれば

“3分の 1配分”が終了する。

＊ 332 単位（663×1/2）をＣに配分し，次に，

Ａに 232単位（463×1/2）配分し，残数量の

72単位はＢに配分する（要綱(2)①Cによる同

時呼値の順位に基づく）。

1003 196

636 1002 463 260 663 1500

1001 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1000

999

700

1003 695 296 995

1002 700 300 1000 1500

1001 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1000

999

14



資料１

2

④：③の後，さらに 1､000 単位のスプレッド注文Ｈが売り向かってきた場合

《改正制度による配分》

・ 同時呼値Ａ，Ｂ及びＣの全ての数量が約定されるまで，Ｃ－Ａ－Ｂの順序で，1単位ず

つ配分していき，その後に約定があった場合，注文Ｄが執行されることとなる。

(1) (2)
1003 98

974 1002 231 124 331 1500

1001 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1000

999

1000

1003 1186

1002 231 98 331 1500

1001 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1000

999

974

＊ ③においてＡ及びＣに係る“2分の 1配分”を

終えており，Ｂについても，あと 26単位配分す

ると，“2分の 1配分”が終了する。

＊ Ｃ－Ａ－Ｂの順序で，それぞれの注文の残数

量が配分される（要綱(2)①ｄによる同時呼値の

順位に基づく）。



資料２

「日経平均株価指数オプション取引における限月取引数の追加」に関する資料

期　　間 改正案制度による限月取引

前年 12月限 SQ日～１月限取引最終日 ① ② ③ ④ ⑥ ⑨ ⑫ ③

１月限 SQ日～２月限取引最終日 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑨ ⑫ ③

２月限 SQ日～３月限取引最終日 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑫ ③

３月限 SQ日～４月限取引最終日 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑫ ③ ⑥

４月限 SQ日～５月限取引最終日 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑫ ③ ⑥

５月限 SQ日～６月限取引最終日 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ③ ⑥

６月限 SQ日～７月限取引最終日 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ③ ⑥ ⑨

７月限 SQ日～８月限取引最終日 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ③ ⑥ ⑨

８月限 SQ日～９月限取引最終日 ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ① ③ ⑥ ⑨

９月限 SQ日～10月限取引最終日 ⑩ ⑪ ⑫ ① ③ ⑥ ⑨ ⑫

10月限 SQ日～11月限取引最終日 ⑪ ⑫ ① ② ③ ⑥ ⑨ ⑫

11月限 SQ日～12月限取引最終日 ⑫ ① ② ③ ④ ⑥ ⑨ ⑫

(注) １：○数字は，限月取引の月を表す。

　 ２：背景の濃い限月取引は，改正案制度により新たに追加される限月取引を表す。



資料３

「日経平均株価指数オプション取引において設定する権利行使価格数の追加」に関する資料

１ 新規設定

例１：新たに限月取引を開始する日の前日（休業日に当たるときは繰り上げる。以下同じ。）における日経平均株価の終値が 19,540 円の場合に

は，次のとおり当該限月取引の権利行使価格を設定する。

《改正案制度》 17,500円，18,000円，18,500円，19,000円，19,500円，20,000円，20,500円，21,000円，21,500円

《現 行 制 度     》  18,500円，19,000円，19,500円，20,000円，20,500円

例２：新たに限月取引を開始する日の前日における日経平均株価の終値が 19,740円の場合には，次のとおり当該限月取引の権利行使価格を設定

する。

《改正案制度》 17,500円，18,000円，18,500円，19,000円，19,500円，20,000円，20,500円，21,000円，21,500円

《現 行 制 度     》  18,500円，19,000円，19,500円，20,000円，20,500円，21,000円

２ 追加設定

例：権利行使価格の追加設定日の前日における日経平均株価の終値が 19,860 円の場合で，ある限月取引において 17,500 円から 21,500 円まで

500円刻みの権利行使価格が既に設定されているときには，当該限月取引の権利行使価格を次のとおり追加設定する。

《改正案制度》 17,500円，…，19,500円，20,000円，20,500円，21,000円，21,500円，22,000円

《現 行 制 度     》 17,500円，…，19,500円，20,000円，20,500円，21,000円，21,500円（追加設定は行わない。）

注１：四角で囲っている権利行使価格は，設定日前日の日経平均株価の終値に最も近接する権利行使価格（以下「ATM」という。）を表す。ただし，現行

制度の新規設定における ATMは，設定日前日の日経平均株価の終値と ATMとの差が 200円以上 300円未満である場合は，設定日前日の日経平均株価

の終値に近接する上下１種類の権利行使価格となる。

注２：上記の例は，通常の場合における設定方法であり，本所が特に必要と認める場合には，この限りでない。


